
規

則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号 

 
 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
保
証
人
二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
二
号
の
誓
約
書
」
を
「
並
び
に

連
帯
保
証
人
二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
二
号
（
一
）
の
授
業
料
に
係
る
誓
約
書
及
び
身
元
引
受
人

二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
二
号
（
二
）
の
学
院
生
活
に
係
る
誓
約
書
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

第
一
項
の
連
帯
保
証
人
及
び
身
元
引
受
人
は
、
成
年
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
一
人
以
上
は
、
学
院
に
入
学
又
は
転
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
と
生
計
を
異
に
し
て
い
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
ご
と
」
を
削
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
中
「
保
証
人
」
を
「
身
元
引
受
人
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
又
は
身
元
引
受
人
」
に
改
め
、
同
条

中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
若
し
く
は
身
元
引
受
人
」
に
改
め
る
。 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
十
四
条
関
係
） 

      

 

   
 

 

基
礎
分
野 

分 

野 

人
間
と
生
活
・ 

社
会
の
理
解 

科
学
的
思
考
の

基
盤 

感
性
を
育
む
人
間
関
係
論 

い
の
ち
を
愛
す
る
倫
理
原
論 

看
護
英
語 

生
活
と
文
化 

教
育
学 

心
理
学 

情
報
科
学
Ⅱ
（
看
護
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
） 

情
報
科
学
Ⅰ
（
看
護
と
統
計
） 

人
間
工
学 

論
理
学 

授 

業 

科 

目 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

単
位
数 

一
五 

一
五 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

一
五 

一
五 

時
間
数 

 



                                  

専
門
分
野 

専
門
基
礎
分
野 

 

基
礎
看
護
学 

小
計 

健
康
支
援
と
社

会
保
障
制
度 

疾
病
の
成
り
立

ち
と
回
復
の
促

進 

 

人
体
の
構
造
と

機
能 

小
計 

 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅲ 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅱ 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅰ 

共
通
基
本
技
術
Ⅳ 

共
通
基
本
技
術
Ⅲ 

共
通
基
本
技
術
Ⅱ 

共
通
基
本
技
術
Ⅰ 

看
護
学
概
論
Ⅱ 

看
護
学
概
論
Ⅰ 

安
全
論 

行
動
科
学 

関
係
法
規 

社
会
福
祉
・
社
会
保
障 

環
境
学 

生
命
倫
理 

病
態
学
Ⅶ 

病
態
学
Ⅵ 

病
態
学
Ⅴ 

病
態
学
Ⅳ 

病
態
学
Ⅲ 

病
態
学
Ⅱ 

病
態
学
Ⅰ 

微
生
物
学 

薬
理
学 

栄
養
学 

生
化
学 

看
護
形
態
機
能
学 

解
剖
生
理
学
Ⅱ 

解
剖
生
理
学
Ⅰ 

社
会
学 

健
康
を
支
え
る
体
育
学 

自
己
と
他
者
を
繋
ぐ
人
間
関
係
論 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 

二
三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 二 二 

一
四 一 二 一 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

五
五
五 

一
五 

一
五 

三
〇 

三
〇 

一
五 

一
五 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

四
五 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

四
五 

四
五 

三
一
五 

三
〇 

四
五 

三
〇 

 



                                  
                                

看
護
の
統
合
と 

   

精
神
看
護
学 

  

母
性
看
護
学 

  

小
児
看
護
学 

  

老
年
看
護
学 

   

成
人
看
護
学 

   

護 健
康
状
態
別
看 

    
護
論 

地
域
・
在
宅
看 

   

国
際
看
護
と
災
害
看
護 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

精
神
看
護
学
対
象
論 

精
神
看
護
学
目
的
論 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

母
性
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

小
児
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

老
年
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅲ
（
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
向
け
て
の
看
護
） 

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅱ
（
生
活
の
再
構

築
を
支
え
る
看
護
） 

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
（
生
き
る
を
支
え

る
看
護
） 

成
人
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

薬
物
療
法
と
看
護 

終
末
期
と
看
護 

周
手
術
期
と
看
護 

問
題
解
決
活
用
法 

看
護
と
倫
理 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅳ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅲ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅱ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅰ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
目
的
・
対
象
論 

地
域
と
暮
ら
し 

臨
床
看
護
総
論 

診
療
の
補
助
技
術 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅳ 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

 



                 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

合
計 

                  

 

小
計 

           

臨
地
実
習 

  

実
践 

 

統
合
実
習 

精
神
看
護
学
実
習 

母
性
看
護
学
実
習 

小
児
看
護
学
実
習 

老
年
看
護
学
実
習 

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習
Ⅲ 

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ 

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習
Ⅰ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
実
習
Ⅱ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
実
習
Ⅰ 

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ 

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ 

看
護
技
術
の
統
合 

看
護
研
究 

医
療
安
全 

一
〇
四 

六
七 三 二 二 二 二 二 二 二 二 一 二 一 一 一 一 

三
、
〇
七
五 

二
、
二
○
五 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

四
五 

九
〇 

四
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

 

 



様式第１号（第１０条関係） 

（第１面） 

（注１）受験区分 

   （指定校推薦・推薦・社会人・一般） 
受験番号 

 

     

年度埼玉県立高等看護学院入学願書 

 

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県立高等看護学院長 

 

 

 私は、埼玉県立高等看護学院に入学を志願します。 

 

 

 

 
フリガナ  

氏 名  

生年月日       年  月  日生（入学年度の４月１日現在  歳） 

現 住 所 

〒（    ―    ） 

電 話 

    連絡先     ―   ― 

（注２）緊急連絡先   ―   ―    

（氏名      関係      ） 

電 子 

メ ー ル 
 

 （注）１ （指定校推薦・推薦・社会人・一般）のいずれかを○で囲んでください。 

    ２ 緊急連絡先の欄は、志願者に連絡が取れない場合の連絡先並びにその者の氏

名及びその者と志願者との関係（親類、同僚、友人等）を記入してください。 

 

 

 

 

※記入しないでください。 



 (第２面) 

 

氏名                   
受験番号 

 

 

学 歴 

高等学校：    年  月（卒業・卒業見込み） 

高等学校卒業程度認定試験： 

年度 第  回 
   年  月（合格） 

大学・短大 

専門学校等    年  月（卒業・卒業見込み） 

    年  月（卒業・卒業見込み） 

職 歴 

職 種：    年  月～   年  月 

職 種：    年  月～   年  月 

（推薦・社会人・一般の志願者は、以下を記入してください。） 

志願の動機・理由  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

※記入しないでください。 

： 



 

様
式
第
二
号
を
様
式
第
二
号
（
一
）
と
し
、
同
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                              



様式第２号（１）（第１３条関係） 

 

授業料に係る誓約書 

        年  月  日  

  （宛先） 

  埼玉県立高等看護学院長 

 

  私は、埼玉県立高等看護学院に在学中は、遅滞なく、埼玉県立高等看護学院条

例第７条第１項に規定する授業料を納付することを誓約します。 

  なお、正当な理由がなく授業料を納付しなかつたときは、埼玉県立高等看護学

院学則第１９条第４号に従い、退学とされても異議ありません。 

 

本 人 氏 名（自署）           

保護者 氏 名（自署）           

 

 

  本人の埼玉県立高等看護学院在学中、本人が負う授業料の支払の債務（年額  

       円）について、連帯して保証します。 

 

連帯保証人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

連帯保証人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

 

 

備考 本人が未成年者の場合は、保護者が連署してください。 

 

 



様
式
第
三
号
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

   



様式第２号（２）（第１３条関係） 

 

学院生活に係る誓約書 

        年  月  日  

  （宛先） 

  埼玉県立高等看護学院長 

 

  私は、入学の上は、埼玉県立高等看護学院学則等の関係規則及び指示事項を厳

守し、誠実に勉学に励むことを誓約します。 

 

本 人 氏 名（自署）           

保護者 氏 名（自署）           

 

 

  上記の者が在校中は、下記の事項を遵守することを誓約します。 

記 

１ 関係規則及び指示事項を厳守させます。 

２ 本人への連絡が取れない場合その他緊急を要する場合に、学院からの連絡に

応じます。 

３ 本人が埼玉県立高等看護学院学則に定める願い出をする際に、所定の書類に

連署します。 

 

身元引受人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

身元引受人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

 

 

備考 本人が未成年者の場合は、保護者が連署してください。



          め
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 
         め

る
。 

   

        
 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

㊞
 

（
宛

先
）

 

 
 

 
 

埼
玉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

を 

 
 

 
 

 
 

 

連
帯

保
証

人
 

 

 連
帯

保
証

人
 

 
 

 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

」 

「 
を 

」 に
改 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

あ
て

先
 

「  
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

」 を 

「  
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 に
改 

宛
先

 

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中 

」 

「 

「 （
宛

先
）

 

埼
玉

県
立

高
等

看
護

学
院

 

長
 

」 

に
、 

「 

を 「 

」 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 



  
 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、

第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

二
号
（
二
）
ま
で
、
様
式
第
四
号
並
び
に
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
看
護
学
院
に
入
学
又
は
転
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
高
等
看
護
学
院
に
在
学
す
る
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

３ 

新
規
則
別
表
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
看
護
学
院
に
入
学
し
た
学
生
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
高
等
看
護
学
院
に
在
学
す
る
学
生
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
看
護
学
院
に
転
入
学
を
し
た
学
生
に
係
る
教
育
課
程
は
、

新
規
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
学
生
の
属
す
る
年
次
に
在
学
す
る
学
生
に
係
る
教

育
課
程
と
同
じ
教
育
課
程
と
す
る
。 

５ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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